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主 文 

１ 原告らの被告文部科学大臣及び被告公立学校共済組合理事長に対する訴えを

いずれも却下する。 

２ 原告らの被告国及び被告公立学校共済組合に対する請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告文部科学大臣（以下「被告大臣」という。）が，平成１６年１２月７日

付けで行った別紙運営審議会委員目録記載の公立学校共済組合運営審議会委

員の任命を取り消す。 

２ 被告公立学校共済組合理事長（以下「被告理事長」という。）が，平成１６

年１２月１日付けで行った別紙理事目録記載の公立学校共済組合理事の任命

を取り消す。 

３ 被告国及び被告公立学校共済組合（以下「被告組合」という。）は，原告ら

それぞれに対し，連帯して１００万円及びこれらに対する平成１７年３月２５

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

被告大臣は，平成１６年１２月７日付けで，別紙運営審議会委員目録記載の

とおり，被告組合の運営審議会委員を任命し，被告理事長は，平成１６年１２

月１日付けで，別紙理事目録記載のとおり，被告組合の理事を任命した（以下，

両任命を併せて，「本件任命」という。）。 

本件は，原告らが，本件任命において，原告全日本教職員組合（以下「原告

全教」という。）が候補者として推薦した原告Ａ及び原告Ｂが運営審議会委員

に任命されず，日本教職員組合（以下「日教組」という。）及び全日本教職員

連盟（以下「全日教連」という。）に推薦された候補者が運営審議会委員に任

命されたこと，原告全教が候補者として推薦した原告Ｃが理事に認可及び任命
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されず，日教組に推薦された候補者が理事に認可及び任命されたこと（本件任

命）は，いずれも，違法であると主張して，①被告大臣及び被告理事長に対し

て本件任命の取消しを求めるとともに，②被告国に対し国家賠償法（以下「国

賠法」という。）１条に基づき，被告組合に対し国賠法１条，民法７０９条又

は７１５条に基づき，連帯して，１００万円及びこれらに対する不法行為の日

の後である平成１７年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による遅延

損害金の支払を求める事案である。 

１ 争いのない事実等（争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨によって認め

られる。） 

(1)ア 原告全教は，全国の公立及び私立学校の教職員で構成される教職員団体

の連合組織である。 

イ 原告Ａは，原告全教の中央執行委員であり，原告Ｃは，原告全教の中央

執行副委員長である。また，原告Ｂは，原告全教に加盟する日本高等学校

教職員組合の中央執行副委員長であった（甲５５）。 

(2)ア 被告組合は，地方公務員等共済組合法（以下「地公共法」という。）に

基づいて設立された法人であり，公立学校の職員並びに都道府県教育委員

会及びその所管に属する教育機関（公立学校を除く。）の職員等をもって

組織されている（地公共法３条１項２号，４条１項，公立学校共済組合定

款（以下「定款」という。）１条，２１条）。 

被告組合は，組合員の相互救済による給付事業及び福祉事業を行い，も

って組合員及びその遺族の生活の安定と福祉の増進を図るとともに，公務

の能率的運営に資することを目的としている（定款２条）。 

イ 被告組合には，役員として，１名の被告理事長，９名以内の理事が置か

れ，被告理事長は，被告組合を代表して，その業務を執行し，また，理事

は，理事長の定めるところにより，理事長を補佐して被告組合の業務を執

行する（地公共法１２条１項，２項，定款５条１項，２項，６条１項，３
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項）。 

また，理事は，被告理事長が，被告大臣の認可を受けて，任命するが，

役員の任期は２年であり，補欠の役員の任期は前任者の残任期間である（地

公共法１３条２項，１４条１項，定款７条２項，３項）。 

ウ 被告組合には，公立学校共済組合運営審議会（以下「運営審議会」とい

う。）が設置されている（地公共法６条，定款１４条１項）。 

運営審議会は，①定款の変更，②運営規則の作成及び変更，③毎事業年

度の事業計画並びに予算及び決算，④重要な財産の処分及び重大な債務の

負担について決議しなければならないほか，被告理事長の諮問に応じて被

告組合の業務に関する重要事項を調査審議し，又は必要と認める事項につ

いて被告理事長に建議することができる（定款１４条３項，４項）。 

運営審議会は委員１６人で組織され，運営審議会委員は，組合員で被告

組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者

のうちから，被告大臣が任命するが，その半数は，組合員を代表する者で

なければならない（以下，この組合員を代表する者を「組合員代表委員」

という。地公共法７条１項，２項，１４４条の２９第１項，３項，定款１

４条２項，１５条）。 

運営審議会委員の任期は２年であり，補欠の委員の任期は前任者の残任

期間である（定款１６条）。 

エ 被告組合には，主たる事務所が肩書地にあるほか，従たる事務所（以下

「支部」という。）が都道府県教育委員会に設置されている（定款３条１

項，２項）。 

支部には支部運営審議会が設置され，支部運営審議会は，支部の所掌す

る事務に関する重要事項を審議する（定款２０条）。 

そして，支部運営審議会委員は，１０名の委員で組織され，支部運営審

議会委員は，当該支部に所属する組合員で組合の業務その他組合員の福祉
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に関する事項について広い知識を有する者のうちから，支部長が命ずるが，

その半数は，組合員を代表する者でなければならない（公立学校共済組合

運営規則（以下「規則」という。）６０条１項，６１条）。 

(3) 公立学校の教職員が組織する主な教職員団体として，平成１６年１０月１

日時点では，日教組，原告全教，全日教連のほか，日本高等学校教職員組合

（以下「日高教」という。）及び全国教育管理職員団体協議会（以下「全管

教」という。）がある（甲３）。 

そして，各教職員団体に加盟する被告組合の組合員数は，同日時点で，日

教組３０万９９１３人，原告全教７万８７９１人，全日教連２万３８６７人

であり，日高教１万１９９８人，全管教３４８４人であった（甲３）。 

なお，同日時点の公立学校（大学及び高等専門学校を除く。）の教職員総

数は１０３万７３４５人である（甲３）。 

(4) 原告全教は，平成１６年１１月５日，被告大臣に対し，運営審議会委員と

して原告Ａ及び原告Ｂを推薦し，理事として原告Ｃを推薦する旨記載された

同日付けの推薦書を提出したが，被告大臣は，平成１６年１２月７日付けで，

別紙運営審議会委員目録記載の７名を同委員に任命し（本件任命），原告Ａ

及び原告Ｂを同委員に任命しなかった。 

また，原告全教は，同年１１月８日，被告理事長に対し，理事として原告

Ｃを推薦する旨記載された同日付けの推薦書を提出したが，被告大臣は別紙

理事目録記載の１名を理事に認可して，被告理事長は，平成１６年１２月１

日付けで，同人を理事に任命し（本件任命），原告Ｃを同理事に任命しなか

った。（甲５，６，４５・２頁） 

なお，原告全教は，平成３年から，運営審議会委員及び理事の２年間の

任期に合わせて，被告大臣に対し，運営審議会委員及び理事の候補者の推

薦書を提出しており，平成３年６月７日，平成８年１０月，平成１０年１

１月６日，平成１２年９月６日に，それぞれ，運営審議会委員２ないし３
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名及び理事１名の候補者の推薦書を提出し，平成６年１１月に運営審議会

委員３名の候補者の推薦書を提出した（甲７ないし１１，４５・２頁，証

人Ｄ１ないし２頁・１８頁）。 

しかし，平成５年から平成１７年までの各年１月１日時点において，組合

員代表委員の７名が日教組の出身者であり，１名が全日教連の出身者であっ

た（甲１６）。 

２ 争点 

(1) 本件任命の取消しの訴えにかかる訴えの利益の有無 

(2) 本件任命の取消しの訴えにかかる原告適格の有無 

(3) 本件任命の違法性の存否 

(4) 原告らに対する不法行為の成否 

３ 争点に対する当事者の主張 

(1) 争点(1)・本件任命の取消しの訴えにかかる訴えの利益の有無 

（被告らの主張） 

本件任命のうち運営審議会委員７名の任命については，運営審議会委員

の任期は２年であり，その終期は平成１８年１２月６日であったところ，

同日を経過したことにより，上記運営審議会委員の任命に基づく法的効果

は消滅した。 

また，本件任命のうち理事１名の任命については，理事の任期は２年で

あり，その終期は同年１１月３０日であったところ，同日を経過したこと

により，上記理事の任命に基づく法的効果も消滅した。 

したがって，本件任命の取消しの訴えについては，いずれも，訴えの利

益が失われた。 

（原告らの主張） 

争う。 

(2) 争点(2)・本件任命の取消しの訴えにかかる原告適格の有無 
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（原告らの主張） 

ア 行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）９条１項の「法律上の利益

を有する者」 

取消訴訟に期待される現実的救済機能及び行政統制機能を充実させるた

め，行訴法９条１項の「法律上の利益」は，権利又は法律上保護された利

益とはいえない利益であっても，裁判上保護に値する利益が侵害され又は

必然的に侵害されるおそれがあれば足りると解すべきであり，原告が当該

行政処分によって直接的に不利益を受けており，その不利益が，一般市民

とは区別され得る原告固有のもので，裁判で保護するに値するものであれ

ば，原告適格が認められるべきである。 

仮に，行訴法９条１項の「法律上の利益」について，いわゆる法律の保

護する利益説に依拠したとしても，同条２項の必要的考慮事項を具体的に

考慮すべきである。 

イ 原告全教の原告適格 

(ア) 教職員団体の意向の反映に関する権利又は法的利益 

被告組合は１００万人の組合員の福利厚生事業を行い，その事業規模

が巨大であること，地公法４１条が，職員の福祉及び利益の保護の根本

基準である適切公正原則を規定していることからすると，被告組合の運

営は，公正かつ民主的に行われなければならない。 

また，地公共法７条３項及び定款１５条は，組合の業務その他組合員

の福祉に関する事項について広い知識を有する者の中から運営審議会委

員を任命しなければならないこと，運営審議会委員の半数は，組合員を

代表する者でなければならないことを規定して，運営審議会の民主的な

運営を要請している。 

そして，被告組合の運営が公正かつ民主的に行われるためには，組合

員の多様な意見が運営審議会委員及び理事を通じて被告組合の運営に反
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映されることが必要であるから，運営審議会の委員及び理事は，各教職

員団体が推薦した候補者の中から，各教職員団体の構成人数の比率に応

じて任命されるべきである。 

以上からすれば，運営審議会委員及び理事の候補者を推薦した教職員

団体は，運営審議会委員及び理事の任命に際し，その意向を反映させる

権利又は法的利益を有しているというべきである。 

(イ) 教職員団体の推薦権 

被告組合の民主的な運営を徹底するためには，一定数の被告組合の組

合員を組織している教職員団体による適切な候補者の推薦が必要不可欠

であり，また，このような教職員団体こそが適切な候補者を推薦するこ

とができる。そして，このような適切な候補者の推薦は，労働者の労働

条件の維持改善その他経済的地位及び福祉の向上を実現することを目的

とする労働組合の責務でもある。 

そのため，長年にわたって，教職員団体でもあり，かつ，労働組合で

もある原告全教，日教組及び全日教連のみが運営審議会委員及び理事の

候補者を推薦してきたのであって，被告大臣及び被告理事長も，原告全

教ら教職員団体による推薦が１００万人の組合員の中から運営審議会委

員及び理事を任命する手続に必要不可欠であるとして，教職員団体に対

し推薦を求め，教職員団体推薦の候補者の中から，運営審議会委員及び

理事を任命してきたのであって，このような推薦に基づく任命は確固た

る慣行として確立している。また，被告組合の支部をはじめ，他の共済

組合においても，教職員団体が推薦した候補者の中から運営審議会委員

及び理事が任命されており，推薦に基づく任命が確固たる慣行として確

立している。 

以上からすれば，教職員団体による候補者の推薦は，教職員団体の推

薦権として，保障されているのであって，この推薦権は，憲法２８条，
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１４条，結社の自由及び団結権の保護に関する条約（以下「ＩＬＯ８７

号条約」という。），団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関

する条約（以下「ＩＬＯ９８号条約」という。），第２８４回ＩＬＯ理

事会で採択された日本政府に対する勧告（以下「ＩＬＯ理事会２８４回

勧告」という。），国家公務員法（以下「国公法」という。）９６条，

８２条１項３号，地方公務員法（以下「地公法」という。）４１条，地

公共法７条２項，３項等によっても保障されている。 

(ウ) 瑕疵なき裁量権行使を求める手続上の地位及び権利 

そして，教職員団体は，前記(ア)の教職員団体の意向の反映に関する

権利又は法的利益及び前記(イ)の教職員団体の推薦権に基づき，被告大

臣及び被告理事長の任命裁量権の行使過程において，教職員団体が推薦

した候補者が適切，公平な審査の対象となることを求める一種の手続的

地位及び権利，すなわち，瑕疵なき裁量権行使を求める手続上の地位及

び権利を有している。 

以上によれば，本件任命により，原告全教は，上記瑕疵なき裁量権行

使を求める手続上の地位及び権利を侵害されるから，法律の保護する利

益説によっても，本件任命の取消しの訴えについて，原告適格を有する。 

ウ 原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｃの原告適格 

(ア) 被告組合は民法上の社団ではないが，民法上の社団に関する法理は，

組織運営に関する基本原則として，被告組合に準用されるべきである。 

そして，民法上の社団の構成員には，固有権として，総会を通じて社

団の運営に参画する権利が保障されているところ，総会等が存在しない

被告組合においては，被告組合の運営審議会が，被告組合の民主的運営

に資する唯一の管理運営機関であって（地公共法８条），被告組合の組

合員は，運営審議会の委員に任命されることによってのみ，被告組合の

管理運営に直接参画し得る。 
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また，地公法４１条は，前記のとおり，適正公正原則を規定して，被

告組合の民主的な運営の徹底を要請し，地公共法７条１項，２項及び定

款１５条も，運営審議会の委員については，主務大臣が組合員の中から

同委員を任命するとしており，被告組合の組合員には，運営審議会委員

として任命を受け得る権利又は法的利益がある。 

以上からすれば，被告組合の組合員は，組合員の固有権及び地公法４

１条，地公共法７条１項，２項，定款１５条に基づき，被告組合の運営

に参画する権利，運営審議会委員に任命され得る権利又は法的利益，さ

らには，被告組合における適切公正な運営を担い，受ける権利又は期待

権を有している。 

(イ) また，被告大臣及び被告理事長は，教職員団体の推薦を受けていない

者を，運営審議会委員及び理事に任命していないし，また，任命するこ

とはできないから，教職員団体の推薦を受けた者は，運営審議会委員及

び理事に任命され得る権利又は法的利益を有している。 

(ウ) 地公共法７条３項は，運営審議会委員の任命資格について，「組合の

業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者」を

規定しているところ，法及び定款は，理事の任命資格について何ら規定

していないが，被告組合が，「組合員の相互救済による給付事業及び福

祉事業を行い，もって組合員及びその遺族の生活の安定と福祉の増進を

図るとともに，公務の能率的運営に資する」（定款２条）ことを目的と

する以上，上記運営審議会委員の任命資格は，理事の任命資格にも当て

はまるというべきである。 

そして，一定数の被告組合の組合員を組織している教職員団体こそが，

「業務そのほか組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する

者」を推薦することができるのであり，そのような教職員団体から運営

審議会委員及び理事の候補者に推薦された者は，他の候補者と同様に，
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その資格の有無を適切に審査されて，任命するかどうかの決定がなされ

るべき権利又は法的利益を有している。 

(エ) 以上によれば，本件任命により，原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｃは，上記

の権利，法的利益，期待権を侵害されるから，法律の保護する利益説に

よっても，本件任命の取消しの訴えについて，原告適格を有する。 

また，本件任命は，原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｃに対する一種の拒否処

分であり，原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｃは，これと競合する関係にある他

の任命処分の取消しを求める法律上の利益があるというべきであるから，

本件任命の取消しの訴えについて，原告適格を有する。 

（被告らの主張） 

ア 行訴法９条１項の「法律上の利益を有する者」 

行訴法９条１項の「法律上の利益を有する者」とは，当該処分等により

自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は必然的に侵害

されるおそれのある者をいうが（法律の保護する利益説），当該処分を定

めた行政法規が，不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収

解消させるにとどめず，それが帰属する個々人の具体的利益としてもこれ

を保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には，かかる利益も法

律上保護された利益に当たるというべきである。 

イ 原告全教の原告適格 

地公共法は，地方公共団体の適正かつ効率的な運営を主要な目的とし，

この目的を遂行するため，総体としての地方公務員又はその遺族の生活保

障を図っているのであって，教職員団体の利益を確保することを予定して

おらず，また，明文上，教職員団体自体が被告組合の運営に関与すること

を予定していない。 

したがって，原告全教は，運営審議会委員及び理事の任命に関し，法律

上保護された利益を有していないから，本件任命の取消しの訴えについて，
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いずれも，原告適格を有しない。 

ウ 原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｃの原告適格 

地公共法は，①前記イのとおり，地方公共団体の適正かつ効率的な運営

を主要な目的とし，この目的を遂行するため，総体としての地方公務員又

はその遺族の生活保障を図っていること，②運営審議会，理事長，理事，

監事及び審査会という被告組合の機関のいずれについても，組合員による

選挙及び教職員団体の推薦等の手続を設けておらず，組合員又はその遺族

の意思を直接かつ積極的に反映させるための諸手続を設けていないこと，

③組合員の資格及び給付に関する決定等については，行政不服審査法によ

る審査請求をすることができる旨規定して，簡易迅速な権利利益の保護を

図りながら（地公共法１１７条１項），運営審議会委員及び理事の任命に

ついては，何ら不服申立ての規定がないことからすると，地公共法が個々

の組合員に対して保護している個別的な利益は，具体的に給付を受けるこ

とによる利益であって，地公共法は個々の組合員又はその遺族が被告組合

の運営に関与する利益までも保護しているわけではない。 

したがって，原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｃは，運営審議会委員及び理事の

任命について，法律上保護された利益を有しないから，本件任命の取消し

の訴えについて，いずれも原告適格を有しない。 

エ 原告らの主張に対する反論 

(ア) 教職員団体の推薦権がないこと 

地公共法は，被告組合の運営審議会委員及び理事の各任命について，

中央労働委員会の労働者委員の任命におけるような労働組合による推薦

制度を設けておらず，教職員団体等推薦の候補者の中から運営審議会委

員及び理事を任命しなければならないとする規定はない。 

被告大臣及び被告理事長は，運営審議会委員及び理事を任命するに当

たり，約１００万人もの組合員の中から，何らの情報もなしに適切な人
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材を任命することは困難であるから，運営審議会委員及び理事の任命に

関する広範な裁量権行使の一方法として，教職員団体等から運営審議会

委員及び理事の適格者に関する情報を入手して，事実上，これらの者の

中から同委員を任命しているにすぎない。 

したがって，原告が主張するような推薦権は存しない。 

(イ) 社団法理の準用がないこと 

被告組合は，地公共法に基づき設立された認可法人であり，被告組合

の設立，管理及び運営は，根拠法たる地公共法の規定により行われるの

であって，民法上の社団法人に関する民法の規定は直ちに適用又は準用

されない。 

また，社団法人と被告組合とでは，理事，理事長，社員総会，運営審

議会の機関の実態及び性格が全く異なるから，被告組合について社団法

理を準用することはできない。 

(ウ) 地公法４１条 

地公法４１条は，職員の福祉及び利益保護について，「適正であり，

且つ，公正でなければならない」旨規定するが，その文言が極めて抽象

的であること，同条が第８節の総則的規定にすぎないこと及び共済制度

の具体的な内容については法律によって定めることとされていること

（地公法４３条６項）からすると，地公法４１条は，飽くまでも精神規

定であって，同条が組合員に対し，特定の権利等を付与設定するもので

はないというべきである。 

したがって，地公法４１条は原告らが主張する「固有権」とは全く関

係がなく，同条に定める福祉及び利益保護の根本基準は，被告組合の組

合員が運営審議会委員として被告組合の管理運営に適切公平に参加する

地位及び権利を保障するものではない。 

(3) 争点(3)・本件任命の違法性の存否 
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（原告らの主張） 

以下に述べるとおり，被告大臣及び被告理事長による本件任命は，憲法

１４条１項，２８条，ＩＬＯ８７号条約，同９８号条約，同理事会２８４

回勧告，国公法９６条，８２条１項３号，地公法４１条，地公共法７条３

項，定款１５条，公序良俗及び善良なる管理者の注意義務に違反し，裁量

権を著しく逸脱する違法な処分である。 

ア 憲法１４条１項及び２８条違反 

(ア) 日教組及び全日教連の役職者でもある運営審議会委員及び理事は，日

教組及び全日教連において役職者の交代があると，任期途中であっても

運営審議会委員及び理事を辞任しているが，これに対し，被告大臣及び

被告理事長は，日教組及び全日教連の既得権保護の観点から，長期間に

わたって，日教組及び全日教連に対してのみ，辞任予定者の人数分だけ

候補者の推薦を求め，新たに役職に就いた日教組及び全日教連の候補者

を審査せずにすべて運営審議会委員及び理事に任命し，同人から辞任の

申出がない限り，これらの者を再任している。 

(イ) 現に，日教組，原告全教及び全日教連の構成人数の比率からすれば，

組合員代表委員８名には，日教組推薦の候補者６名，原告全教推薦の候

補者２名が任命されなければならず，また，理事についても，少なくと

も任期２期について１名は，原告全教推薦の候補者が任命されなければ

ならないが，それにもかかわらず，組合員代表委員８名は，原告全教が

候補者を推薦し始めた平成５年１月以降，７期１４年間にわたり，日教

組７名及び全日教連１名の候補者が任命されており，また，理事２名も

日教組の候補者が任命されているのである。 

(ウ) 以上からすれば，被告大臣及び被告理事長は，日教組及び全日教連の

既得権保護の観点から，日教組及び全日教連の特定の役職に就いている

者を審査しないでそのまま運営審議会委員及び理事に任命し，再任して
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いるのであって，原告全教推薦の候補者は，正当な理由なく，任命の審

査の対象にされていない。本件任命の理事の任命についても，被告組合

は，被告理事長の理事再任の内諾を得た後に，原告全教の理事候補者の

推薦書を回覧しただけであり，原告全教推薦の理事候補者を任命の審査

の対象としていない。 

これは，被告大臣及び被告理事長が，原告全教を正当な理由なく差別

的に取り扱っているのであり，憲法１４条１項に違反する。また，この

ような差別的取扱いは，労働組合に対する中立保持義務に違反し，原告

全教が共済制度に意見を反映することをできなくするものであって，原

告全教の団結の弱体化及び労働者の団結権の弱体化を狙うものであるか

ら，憲法２８条にも違反する。 

イ ＩＬＯ８７号条約，同９８号条約及び同理事会２８４回勧告違反 

我が国はＩＬＯ８７号条約及び同９８号条約を批准しており，政府及び

公的機関は，各教職員団体（労働組合）を差別せずに処遇する国際法上の

義務を負担している。 

以上によれば，本件任命は，前記イのとおり，原告全教に対する差別的

な取扱いであるから，ＩＬＯ８７号条約及び同９８号条約に違反し，また，

両条約に基づくＩＬＯ理事会２８４回勧告にも違反している。 

ウ 地公法４１条，地公共法７条３項及び定款１５条違反 

(ア) 上記(2)（原告らの主張）イ(ア)のとおり，地公法４１条，地公共法７

条３項及び定款１５条は，被告組合の公正かつ民主的な運営を要請してい

るところ，被告組合の運営が公正かつ民主的であるためには，教職員の中

にある多様な見解が運営審議会委員及び理事を通じて被告組合の運営に

反映されることが必要であり，特定の教職員団体推薦の候補者のみから運

営審議会委員及び理事が任命されることは許されず，公平公正に，各教職

員団体推薦の候補者の中から，各教職員団体の構成人数の比率に応じて，
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運営審議会委員及び理事が任命されるべきである。 

現に，被告組合の支部においては，被告組合の指導により，支部長が，

原則として，各教職員団体の構成人数の比率に応じて，同支部の運営審議

会委員を任命しており，また，国家公務員共済組合連合会においても，連

合会理事長が，基本的に，各職員団体の構成人数の比率に応じて，運営審

議会委員を任命しているところ，地方公務員共済制度は国家公務員共済制

度に準じて運営されなければならない（地公法４３条４項）。 

(イ) また，地公共法７条３項は，被告大臣が，運営審議会委員を任命する場

合には，組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を

有する者のうちから任命しなければならないと規定しているから，被告大

臣は，運営審議会委員の任命に際し，運営審議会委員の候補者が同項の要

件を満たすかどうか審査しなければならない。 

そして，理事の任命についても，地公共法及び定款は任命資格を規定し

ていないが，運営審議会委員の任命資格を規定する地公共法７条３項は，

理事の任命にも適用されるべきであるから，被告理事長は，理事の任命に

際し，理事の候補者が同項の要件を満たすかどうか審査しなければならな

い。 

 (ウ) しかし，被告大臣及び被告理事長は，本件任命に際し，原告Ａ，原告

Ｂ及び原告Ｃが地公共法７条３項の要件を満たすかどうか審査せずに，日

教組及び全日教連推薦の候補者のみを運営審議会委員及び理事に任命し

たのであるから，本件任命は地公法４１条，地公共法７条３項及び定款１

５条に反し違法である。 

エ 国公法９６条１項，８２条１項３号及び公序良俗違反 

被告大臣及び被告理事長が，日教組及び全日教連推薦の候補者のみを運営

審議会委員及び理事に任命したことは，不当な差別であって，全体の奉仕で

はなく，一部の奉仕であるから，国公法９６条１項及び８２条１項３号に違
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反する。 

なお，被告組合は，国の利害関係のある訴訟についての法務大臣の権限に

関する法律（以下「法務大臣権限法」という。）により，地方公共団体と同

列に位置づけられており，公共団体の一つとして国賠法が適用されるから，

被告理事長についても国公法が準用されるべきである。 

また，仮に被告理事長に国公法が準用されないとしても，被告組合は法務

大臣権限法により地方公共団体と同列に位置づけられているから，被告理事

長による理事の任命に関する不当な差別的取扱いは，憲法１４条１項，国公

法９６条１項及び８２条１項３号等に基づく公序良俗に違反する。 

オ 善管注意義務違反（社団法理の準用） 

被告組合は民法上の社団ではないが，民法上の社団に関する法理は，組織

運営に関する基本原則として，被告組合に準用されるべきである。 

そして，被告組合の組合員は，被告理事長に対し，被告組合の運営を委任

しているところ，被告理事長が，日教組推薦の候補者のみを理事に任命した

ことは，被告組合の運営を委任した組合員に対する善管注意義務に違反する。 

（被告らの主張） 

ア 裁量権の逸脱及び濫用がないこと 

地公共法は，運営審議会委員の任命基準として，「組合員のうちから命ず

る」こと，「組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識

を有する者」であること，及び「委員の半数は，組合員を代表する者」であ

ることを規定するのみであり（地公共法７条２項，３項），また，理事の任命

及び認可手続については，地公共法の文言上は何らの制限も設けられていな

い。 

そして，地公共法には，運営審議会委員及び理事の任命基準として，原告

らが主張するように，教職員団体を代表する者でなければならないとする規

定も，また，教職員団体の構成人数の比率に応じて，運営審議会委員及び理
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事を任命しなけらばならないとする規定もない。 

これらの規定からは，地公共法は，被告大臣がいかなる者を運営審議会委

員に任命し，いかなる者を理事として認可するか，また，被告理事長がいか

なる者を理事に任命するかについては，被告大臣及び被告理事長の広範な裁

量に委ねているというべきであり，被告大臣及び被告理事長は，被告組合の

適正な運営，ひいては地方公共団体の適正な運営のため，この広範な裁量権

に基づき，大所高所的見地から，原告全教の候補者を含め諸般の事情を総合

的に考慮して，被告組合の運営審議会委員を任命し，理事を認可及び任命し

ているのであるから，本件任命は適法である。 

イ 原告らの主張に対する反論 

(ア) ＩＬＯ８７号，９８号条約 

ＩＬＯ９８号条約は公務員に適用されず（６条），同８７号条約は，

使用者との関係において，労働者が団体を結成する権利及び当該団体の

自由な活動を保障したものであり，同８７号条約３条２項及び１１条は，

締約国政府において，労働者の上記の自由権を制約する干渉を禁止する

趣旨である。 

したがって，これらの条約が，被告組合の運営審議会委員及び理事の

任命との関係で，教職員団体に何らかの権利を保障したものではない。 

また，ＩＬＯ理事会に設置された結社の自由委員会の，平成１４年６

月の第３２８次報告は，労働者の信頼回復の観点から，適切な措置をと

るよう要望したものにすぎず，被告大臣による運営審議会委員の任命及

び被告理事長による理事の任命がＩＬＯ８７号条約に違反するとしたも

のではない。 

(イ) 国公法 

被告理事長は国公法上の国家公務員ではなく，また，法務大臣権限法

は，法務省設置法とあいまって，国の利害に関係のある争訟を法務大臣
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の下で統一的，一元的に処理する訟務制度の根拠法であって，国家公務

員の範囲を拡大するものではない。 

したがって，被告理事長に国公法は適用されない。 

(ウ) 国賠法上の違法性がないこと 

被告大臣による運営審議会委員の任命，理事の任命に関する認可，及

び被告理事長による理事の任命は，総体としての地方公務員及びその遺

族の利益を保護し，被告組合及び地方公共団体の運営を適正にするとい

う公益上の見地から行われるものであり，そこで考慮されるべきことは，

運営審議会委員又は理事としての職務の遂行に関し，適性と能力を有す

る者か否かということであって，個々の組合員又は遺族の個別的な利益

や教職員団体の利益ではない。 

そうすると，仮に，組合員個人及び教職員団体が上記任命及び認可に

より何らかの利益又は不利益を受けることがあるとしても，それは，公

益上の見地から行われる任命及び認可によって反射的に生じる利益又は

不利益にすぎず，国賠法上保護されている権利利益ではない。 

したがって，原告らに国賠法上保護された利益がなく，被告大臣及び

被告理事長による任命及び認可は，国賠法上違法ではない。 

また，国公法は「公務の民主的且つ能率的な運営を保障する」という

公益を目的とし（同法１条１項），国家公務員が「国民全体の奉仕者」

であると規定していることなどからすると（同法８２条１項３号，９６

条１項），国公法は，個々の国民，組合員及び教職員団体の利益を保護

するものではないから，個別の国民に対して負担する職務上の法的義務

の根拠とはなり得ない。 

(4) 争点(4)・原告らに対する不法行為の成否 

（原告らの主張） 

ア 本件任命は，原告らの社会的信用及び名誉を毀損し，原告らの団結権，
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また，国公法等に基づく行政権等の平等行使を受ける期待権を違法に侵害

した。 

また，本件任命は，原告全教の瑕疵なき裁量権行使を求める手続上の地

位及び権利を違法に侵害し，さらに，原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｃの，①運

営審議会委員又は理事に任命され得る権利又は法的利益，②被告組合の適

切公正な運営を担い，受ける権利又は期待権，③他の候補者と同様に，そ

の資格の有無を適切に審査されて，任命するかどうかの決定がなされるべ

き権利又は法的利益を違法に侵害した。 

原告らは，本件任命により，精神的損害を被ったのであって，これを金

銭に評価すると，それぞれ１００万円が相当である。 

イ 被告国は，国賠法１条に基づき被告大臣が行った不法行為について損害

賠償の責めを負うものであり，また，被告組合は，国賠法１条，民法７０

９条又は７１５条に基づき被告理事長が行った不法行為について損害賠償

の責めを負う。 

そして，被告大臣及び被告理事長は，任命権を適切に行使すること等に

より，被告組合が適切に運営されることについて，共同の責任を負担して

いるところ，被告大臣及び被告理事長は，共同して，運営審議会委員及び

理事の任命権を濫用したほか，被告大臣は，理事の認可権を濫用し，被告

組合に対する監督権を行使せず，また，被告理事長は，被告組合の業務執

行権を濫用した。 

このように，被告大臣及び被告理事長は，共同して不法行為をしたので

あるから，共同不法行為が成立し，被告国及び被告組合は連帯して原告ら

の損害を賠償すべきである。 

ウ したがって，被告国及び被告組合は，原告らそれぞれに対し，連帯して

慰謝料１００万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成１７年

３月２５日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を支払うべき
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である。 

（被告らの主張） 

争う。 

第３ 争点に対する判断 

１ 事実関係 

後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。 

(1) 運営審議会委員の任命 

ア 平成１６年１２月７日付けの運営審議会委員の任命 

平成１６年１２月７日付けの運営審議会委員の任命は，組合員代表委員

７名を含む，１５名の運営審議会委員の任期満了に伴うものであり，組合

員代表委員７名中６名は，同年６月３日付けで任命され，前任の運営審議

会委員の残任期間を任期とする者であった（乙７・３頁・４頁・６頁，証

人Ｅ３頁）。 

そこで，文部科学省初等中等教育局財務課の生涯生活設計専門官である

Ｅ（以下「Ｅ専門官」という。）は，運営審議会委員の候補者の原案を作

成するに当たり，上記組合員代表委員６名が任命されてから約半年しか経

過していなかったこと，他の組合員代表委員１名を含む１５名の運営審議

会委員の適格性を総合的に考慮して，１５名を全員再任することが適当と

考え，特に教職員団体から候補者に関する情報の提供を受けることなく，

１５名全員を再任する旨の候補者原案を作成した（乙７・３頁・６頁，証

人Ｅ３頁）。 

なお，上記組合員代表委員６名については，日教組の推薦が，Ｆ，Ｇ，

Ｈ，Ｉ，Ｊであり，全日教連の推薦が，Ｋであった（甲５０，証人Ｅ１９

頁）。 

その後，Ｅ専門官は，初等中等教育局内において，上記候補者原案につ

いて，財務課長，初等中等教育企画課長，大臣官房審議官（初等中等教育
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局担当）及び局長の順に，それぞれ説明して了承を得て，初等中等教育局

の候補者案を作成した（乙７・４頁）。 

そして，Ｅ専門官は，初等中等教育局の候補者案について，大臣官房の

総務課長，総括審議官，官房長，文部科学審議官及び文部科学事務次官の

順に，それぞれ説明して了承を得て，文部科学省の候補者案を作成した（乙

７・４頁）。 

なお，Ｅ専門官は，上記幹部職員に対する候補者原案及び初等中等教育

局の候補者案の説明の際に，平成１６年１１月５日付けの原告全教の推薦

書を提示した上，原告全教から，原告全教の候補者を運営審議会委員に任

命して欲しい旨の要請があったことを説明した（甲５，乙７・５ないし６

頁，証人Ｅ３ないし４頁）。 

Ｅ専門官は，文部科学省の候補者案を作成した後，候補者本人から運営

審議会委員就任の承諾を得て，また，候補者の所属教職員団体である日教

組及び全日教連から候補者の運営審議会委員就任の同意を得た（乙７・４

ないし５頁）。 

そして，文部科学省において，初等中等教育局長が，被告大臣に対し，

運営審議会委員任命発令を上申し，候補者に対し，運営審議会委員に任命

する旨の被告大臣名の人事異動通知書を交付して，平成１６年１２月７日

付けで，別紙運営審議会委員目録記載の７名を含む１５名の運営審議会委

員を任命した（乙７・５頁）。 

イ 教職員団体に対する候補者に関する情報の提供依頼 

被告大臣は，組合員代表委員を新たに任命する必要がある場合，おおむ

ね，教職員団体等から候補者に関する情報の提供を受けることがあったが，

組合員代表委員を再任する場合には，教職員団体からその提供を受けない

こともあった（乙７・２ないし３頁，証人Ｅ２頁）。 

そして，教職員団体からの候補者に関する情報の提供については，特段
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決まった様式はなく，単に候補者の名前を書いたメモ，教職員団体の既存

の名簿に印をつけたもの等により提供を受けていた（乙７・３頁）。 

前記アの平成１６年６月３日付けの運営審議会委員の任命は，組合員代

表委員８名のうち６名が任期途中で同月辞任したことに伴うものであり，

新たに６名の組合員代表委員が任命された。 

この任命の際，文部科学省初等中等教育局財務課の生涯生活設計専門官

又は公立学校共済組合係の職員は，被告組合の総務部総務課長であるＬ（以

下「Ｌ総務課長」という。）に対し，口頭で，日教組及び全日教連から運

営審議会委員の候補者に関する情報の提供を受けるよう依頼し，これに応

じてＬ総務課長又は被告組合の事務局長は，辞任予定の運営審議会委員が

所属する日教組及び全日教連から，ファクシミリ又はメモの交付により，

候補者の氏名，生年月日，住所，所属教職員団体，役職及び略歴等の情報

を入手し，文部科学省にこれを提供した（乙７・３ないし４頁，８・５頁，

証人Ｅ３頁・７頁・１０ないし１６頁・１９頁，証人Ｌ７頁・２９ないし

３２頁，証人Ｍ１ないし２頁）。 

(2) 理事の認可及び任命 

ア 平成１６年１２月１日付けの理事の認可及び任命 

平成１６年１２月１日付けの理事の認可及び任命は，教職員団体に所属

する理事２名のうちの１名を含む３名の理事の任期満了に伴うものであっ

た（乙８・２ないし３頁・５頁，証人Ｌ２ないし４頁）。 

Ｌ総務課長は，任期が満了する理事から辞任の申出がなかったこと，理

事の在任中の業務執行の状況，理事の経験等を総合的に考慮して，理事３

名を全員再任することが適当と考え，教職員団体から候補者に関する情報

の提供を受けることなく，３名全員を再任する旨の候補者原案を作成し，

被告組合の事務局長，人事担当理事及び被告理事長の順に，それぞれ説明

して内諾を得た（乙８・２ないし３頁・５頁，証人Ｌ２ないし４頁）。 
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なお，Ｌ総務課長は，上記被告理事長の内諾の後，認可申請の前に，被

告理事長に対し，平成１６年１１月８日付けの原告全教の推薦書を回覧し

たが，原告Ｃの経歴を原告全教に問い合わせることはなかった（甲６，乙

８・４ないし５頁，証人Ｌ５ないし６頁・２０頁）。 

Ｌ総務課長は，上記理事長の内諾後，理事の任期が満了する約１か月前

に，口頭で，文部科学省初等中等教育局財務課の生涯生活設計専門官又は

公立学校共済組合係の職員に対し，理事を再任する予定であることを伝え，

文部科学省の内諾を得るよう依頼した。 

そこで，文部科学省は，初等中等教育局の財務課長，初等中等教育企画

課長，大臣官房審議官（初等中等教育局担当）及び局長，さらに，大臣官

房の総務課長，総括審議官，官房長，文部科学審議官及び文部科学事務次

官に対し，前記(1)アの運営審議会委員の候補者案の説明と同時に，理事を

再任する予定である旨説明して了承を得たが，この認可に係る事前説明に

おいて，平成１６年１１月５日付けの原告全教の推薦書が提出されている

ことも説明した（乙７・７頁，８・３頁，証人Ｅ５ないし６頁・３０ない

し３１頁，証人Ｌ４頁・２２頁）。 

そして，文部科学省は，被告組合に対し，内諾した旨連絡し，その後，

Ｌ総務課長は，候補者本人から理事就任の承諾を得て，また，候補者の所

属教職員団体である日教組から候補者の理事就任の同意を得た（乙８・４

頁，証人Ｌ４ないし５頁）。 

被告組合は，候補者本人の承諾及び日教組の同意を得るのと並行して，

被告大臣に対し，理事の任命の認可を申請し，被告大臣は，被告理事長に

対し，理事の任命を認可した（乙７・７頁，８・４頁，証人Ｅ５頁，証人

Ｌ５頁）。 

そして，被告理事長は，平成１６年１２月１日付けで，別紙理事目録記

載の１名を含む３名の理事を任命した（乙８・４頁，証人Ｌ５頁）。 
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イ 教職員団体に対する候補者に関する情報の提供依頼 

被告理事長は，教職員団体に所属する者から理事を任命する場合，教職

員団体から候補者に関する情報の提供を受けることがあった（乙８・２頁）。 

そして，教職員団体からの候補者に関する情報の提供については，特段

決まった様式はなく，単に候補者の名前を書いたメモ，教職員団体の既存

の名簿に印をつけたもの等により提供を受けていた（乙８・３頁）。 

なお，前記(1)アと同様，平成１６年６月に教職員団体に所属する理事２

名のうち１名が任期途中で辞任したことに伴い，被告理事長は同月３日付

けで新たに理事１名を任命したが，その際，被告組合の事務局長は，辞任

予定の理事が所属する日教組から，候補者の氏名，略歴，役職等の情報を

入手した（乙８・３頁，証人Ｌ２ないし３頁・６頁・１１頁・１６頁・１

８ないし１９頁・２１ないし２２頁，証人Ｍ１ないし２頁）。 

２ 判断 

以上の事実関係をもとに，争点について判断する。 

(1) 争点(1)について 

平成１６年１２月７日付けの運営審議会委員の任命については，運営審議

会委員の任期は２年であるから，その終期は平成１８年１２月６日であり，

また，平成１６年１２月１日付けの理事の任命については，理事の任期も２

年であるから，その終期は平成１８年１１月３０日である。 

そして，上記任期の終期の経過により，平成１６年１２月７日付けの運営

審議会委員及び同月１日付けの理事の任命の法的効果はいずれも失われたと

いうべきであるから，被告大臣に対する同月７日付け運営審議会委員の任命

の取消しの訴え及び被告理事長に対する同月１日付け理事の任命の取消しの

訴えについては，いずれも，訴えの利益が失われたというべきである。 

よって，本件任命の取消しの訴えは，争点(2)を判断するまでもなく，不適

法というほかない。 
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(2) 争点(3)，(4)について 

前記(1)によれば，本件任命の取消請求との関係で争点(3)を判断する必要

はないものの，本件任命の違法性は，争点(4)との関係で，なお，問題となる

ので，ここで争点(3)，(4)につき併せて判断することとする。 

ア 運営審議会委員の任命基準について，地公共法及び定款は，組合員であ

ること，組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を

有する者であること，運営審議会委員の半数は，組合員を代表する者であ

ることを規定するのみであって，それ以外に法令上任命基準について規定

がない。 

これらの規定からすれば，被告大臣が，被告組合の組合員の中からいか

なる者を組合員代表委員に任命するかは，組合員の福祉に関する事項につ

いて広い知識を有するかどうか，組合員を代表する者として運営審議会委

員の責務を適正に果たし得るかどうかという観点から行われるものである

が，このような観点からの候補者の評価は，その性質上判断要素が多岐に

わたる上，一定の基準に基づいて一義的に判断することができるものでは

ないため，地公共法及び定款は，運営審議会委員の任命を被告大臣の健全

な裁量的判断に委ねたものと解される。そうすると，運営審議会委員の任

命は，被告大臣がいわゆる自由裁量行為として，これを行うものと解すべ

きである。 

したがって，被告大臣による運営審議会委員の任命については，当不当

の評価はあり得ても，被告大臣がその権限を逸脱して行使し，又はこれを

濫用したなどの特別の事情が認められない限り，違法の問題を生ずる余地

はないものというべきである。 

また，理事の認可及び任命については，法令上その基準について何の規

定もないから，地公共法及び定款は，被告大臣の認可及び被告理事長の任

命も被告大臣及び被告理事長の健全な裁量的判断に委ねたものであり，理
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事の認可及び任命は，被告大臣及び被告理事長がいわゆる自由裁量行為と

して，これを行うものと解すべきである。したがって，被告大臣による理

事の認可及び被告理事長による理事の任命についても，当不当の評価はあ

り得ても，被告大臣及び被告理事長がその権限を逸脱して行使し，又はこ

れを濫用したなどの特別の事情が認められない限り，違法の問題を生ずる

余地はないものというべきである。 

イ そこで，裁量権の逸脱又は濫用の有無について，検討する。 

(ア) 憲法１４条１項及び２８条違反 

ａ 原告らは，被告大臣及び被告理事長が，原告全教を正当な理由なく差

別的に取り扱っているのであるから，憲法１４条１項及び２８条に違反

すると主張するので，以下検討する。 

(ａ) まず，原告らは，被告大臣及び被告理事長は，日教組及び全日教連

の既得権保護の観点から，日教組及び全日教連の特定の役職に就いて

いる者を審査しないでそのまま運営審議会委員及び理事に任命し，再

任していると主張し，かかる主張に沿う証拠（甲５０ないし５４，証

人Ｍ３ないし４頁，証人Ｄ４ないし５頁）もある。 

確かに，証拠（甲５０，証人Ｍ３ないし４頁）によれば，日教組に

おいては，毎年３月に開催される定期大会において，日教組の役職者

が交代し，日教組出身の運営審議会委員及び理事は，当該交代に応じ

て，任期途中である４月の第２週ころに運営審議会委員及び理事を辞

任していることが認められる。また，前記争いのない事実等(4)のとお

り，平成５年から平成１７年までの各年１月１日時点において，組合

員代表委員８名の構成は，うち７名が日教組の出身者であり，その余

の１名は全日教連の出身者で占められていた。さらに，証拠（甲１５）

によれば，被告組合の理事長であったＮが，著書において，「公立学

校共済組合の運営（５４年１月）」との表題の下に，非常勤理事５名
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のうち２名は，従来の例として，組合員代表として日教組幹部から選

ばれていること，組合員代表委員は，教職員組合の幹部から選ばれて

おり，具体的には，日教組７名，日本教職員連盟（以下「日教連」と

いう）１名であることを記述していることが認められ，また，証拠（甲

３）によれば，全日教連は，昭和５９年２月２６日，日教連と日本新

教職員組合連合会の統一により結成されたことが認められる。 

しかし，証拠（甲５０，５４）によっても，日教組及び全日教連に

おける役職者の交代があった後に，新たに同じ役職に就いた者が必ず

運営審議会委員及び理事に任命されているというわけではなく，日教

組及び全日教連の特定の役職と運営審議会委員及び理事への任命との

関係は直ちに認め難いし，被告大臣及び被告理事長が，現職の運営審

議会委員及び理事が所属する教職員団体のみに対し，後任の候補者に

関する情報の提供を求めたとしても，そのこと自体は，運営審議会委

員及び理事として職務を果たし得る者を選定する手続として直ちに不

合理であるとはいえない。そして，前記１(1)イ，(2)イのとおり，被

告大臣及び被告理事長は，平成１６年６月３日付けの運営審議会委員

及び理事の任命の際には，日教組及び全日教連の候補者の氏名，所属

教職員団体，役職，生年月日，住所，略歴等の情報を収集しているが，

役職及び略歴等は，候補者の経験を知る上での一つの有用な資料であ

り，候補者が運営審議会委員及び理事の職務を果たし得るかどうか判

断するための資料として不合理なものではないから，被告大臣及び被

告理事長が日教組及び全日教連の候補者を審査しないで運営審議会委

員及び理事に任命したとはいえない。また，長期間にわたって，組合

員代表委員のうち７名が日教組の，１名が全日教連の出身者であるこ

とが続いたこと自体から，直ちに被告大臣及び被告理事長が日教組及

び全日教連の候補者を審査しないで運営審議会委員及び理事に任命し
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ているともいえない。 

したがって，被告大臣及び被告理事長が，日教組及び全日教連の既

得権保護の観点から，日教組及び全日教連の特定の役職に就いている

者を審査しないでそのまま運営審議会委員及び理事に任命し，再任し

たということはできない。 

(ｂ) また，原告らは，原告全教の候補者は，正当な理由なく，任命の審

査の対象とされていないと主張する。 

しかし，前記１(1)アのとおり，平成１６年１２月７日付けの運営

審議会委員の任命の際には，Ｅ専門官が，文部科学省の事務次官をは

じめとする幹部職員に対し，同年１１月５日付けの原告全教の推薦書

を提示して，原告全教からその推薦する候補者を運営審議会委員に任

命して欲しい旨の要請があったことを説明しているのであるから，原

告全教の候補者が，文部科学省初等中等教育局及び文部科学省の候補

者案を作成する際に全く考慮の対象とされていないということはでき

ない。 

また，前記１(2)アのとおり，平成１６年１２月１日付けの理事の

任命の際にも，Ｌ総務課長が，被告理事長の内諾の後，認可申請の前

に，被告理事長に対し，同年１１月８日付けの原告全教の推薦書を回

覧し，その上で，被告理事長が理事の任命（再任）をしたのであるか

ら，被告理事長は，同年１２月１日付けの理事の任命に際し，原告全

教の候補者を全く考慮の対象としなかったということもできない。 

そして，同日付けの理事の任命の際の認可についても，前記１(2)

アのとおり，Ｅ専門官が，運営審議会委員の候補者案の説明と同時に，

同年１１月５日付けの原告全教の推薦書をも一応考慮しつつ，文部科

学省の事務次官をはじめとする幹部職員に対し，理事を再任する予定

である旨説明して了承を得たのであるから，原告全教の候補者は，認
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可に係る事前説明の際に全く審査の対象とされなかったとまでいうこ

とはできない。 

したがって，原告全教の候補者は，正当な理由なく，任命の審査の

対象とされていないとはいえないというべきである。 

(ｃ) そもそも，地公共法及び定款は，運営審議会委員及び理事の任命及

び認可の手続として，中央労働委員会の労働者を代表する者を任命す

る際の労働組合の推薦のような，教職員団体の推薦について何ら規定

していない。 

したがって，被告大臣が，各教職員団体の候補者をすべて審査した

上で，運営審議会委員を任命し，理事を認可することは，組合員の多

様な意見を組合の運営に反映するとの観点からは望ましい一つの方法

であるとはいえるものの，地公共法及び定款は，各教職員団体の候補

者をすべて精査した上で，その候補者の中から最も適任の者を運営審

議会委員に任命したり，理事として認可したりすることまでは要求し

ていないというべきであり，被告大臣としては，地公共法及び定款の

規定に従って，運営審議会委員及び理事の責務を適正に果たし得る者

を任命し，認可することで足りるというべきである。 

また，被告理事長による理事の任命についても，上記と同様であっ

て，被告理事長としては，理事の責務を適正に果たし得る者を任命す

ることで足りるというべきである。 

以上のことに加えて，殊に本件では，特段の問題のない委員及び理

事について再任する場合であったことからすると，被告大臣及び被告

理事長が，原告全教の候補者を十分な審査の対象としなかったとして

も，そのことから，直ちに，被告大臣及び被告理事長が正当な理由な

く差別的な取扱いをしたということはできない。 

これに対して，原告らは，教職員団体による推薦が慣行として確立
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していると主張する。 

しかし，原告全教が候補者に関する情報を提供したのは平成３年か

ら平成１６年までの合計７回であるが（争いのない事実等(4)），他方，

日教組及び全日教連がいつから候補者に関する情報を提供していたか

は明らかではなく，その間，運営審議会委員及び理事が再任される場

合には，教職員団体に候補者に関する情報の提供が求められていない

こと（前記１(1)ア，イ，(2)ア），情報提供やその要請の方式も，文書

による照会とこれに対する回答といったものではなく，特段の方式も

定まっていないものであった（前記１(1)イ，(2)イ）ほか，聴取すべ

き教職員団体の範囲についても特段の決まりがあるわけではないなど

の事情からすると，これらは飽くまでも事実上の措置と解するほかは

なく，教職員団体による推薦が慣行として確立しているとするのは困

難である。 

また，原告らは，被告組合の支部をはじめ，他の共済組合において

も，教職員団体による推薦が慣行として確立していると主張し，かか

る主張に沿う証拠（甲２８の１ないし４２）もあるが，当該証拠によ

っても，被告組合の支部をはじめとする他の共済組合において，教職

員団体による推薦が慣行として確立しているとまでは認められないし，

他の共済組合における慣行から直ちに，被告組合における慣行を認定

し得るものでもない。 

したがって，教職員団体による推薦が慣行として確立していると認

めることはできない。 

ｂ 以上のとおり，被告大臣及び被告理事長が，原告全教を正当な理由な

く差別的に取り扱っているとはいえないから，憲法１４条１項及び２８

条に違反するとはいえない。 

(イ) ＩＬＯ８７号条約，同９８号条約及び同理事会２８４回勧告違反 
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ａ 原告らは，本件任命がＩＬＯ８７号条約及び同９８号条約に違反する

と主張するので，以下検討する。 

ＩＬＯ８７号条約２条は「労働者及び使用者は，事前の認可を受ける

ことなしに，自ら選択する団体を設立し，及びその団体の規約に従うこ

とのみを条件としてこれに加入する権利をいかなる差別もなしに有す

る。」と規定し，また，同条約３条は「労働者団体及び使用者団体は，

その規約及び規則を作成し，自由にその代表者を選び，その管理及び活

動について定め，並びにその計画を策定する権利を有する。」（１項），

「公の機関は，この権利を制限し又はこの権利の合法的な行使を妨げる

ようないかなる干渉をも差し控えなければならない。」（２項）と規定

している。さらに，同条約１１条は「この条約の適用を受ける国際労働

機関の各加盟国は，労働者及び使用者が団結権を自由に行使することが

できることを確保するために，必要にしてかつ適当なすべての措置をと

ることを約束する。」と規定している。 

また，ＩＬＯ９８号条約１条１項は「労働者は，雇用に関する反組合

的な差別待遇に対して充分な保護を受ける。」と規定し，同条約２条１

項は「労働者団体及び使用者団体は，その設立，任務遂行又は管理に関

して相互が直接に又は代理人若しくは構成員を通じて行う干渉に対して

充分な保護を受ける。」と規定している。さらに，同条約３条は「前各

条に定める団結権の尊重を確保するため，必要がある場合には，国内事

情に適する機関を設けなければならない。」と規定し，同条約４条は「労

働協約により雇用条件を規制する目的をもって行う使用者又は使用者団

体と労働者団体との間の自主的交渉のための手続の充分な発達及び利用

を奨励し，且つ，促進するため，必要がある場合には，国内事情に適す

る措置を執らなければならない。」と規定している。 

そして，ＩＬＯ８７号条約及び同９８号条約の上記各条項の文言によ
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れば，ＩＬＯ８７号条約２条，３条１項及びＩＬＯ９８号条約１条１項，

２条１項は，使用者との関係で，労働者が団体を結成するという権利と

当該団体の自由な活動を保障したものというべきであり，それゆえ，Ｉ

ＬＯ８７号条約３条２項，１１条及びＩＬＯ９８号条約３条，４条も，

締約国政府において，かかる労働者の上記のような自由権を制約する干

渉を禁止する趣旨とみるのが相当である。 

そうすると，ＩＬＯ８７号条約及び同９８号条約が，被告組合の運営

審議会委員及び理事の任命との関係で，教職員団体に何らかの権利を保

障したものと解することはできないし，また，前記のとおり，被告大臣

及び被告理事長による本件任命は，原告全教に対する差別的な取扱いと

はいえないから，両条約に違反しているということはできない。 

ｂ また，原告らは，本件任命がＩＬＯ理事会２８４回勧告に違反すると

主張するので検討する。 

原告らが主張するＩＬＯ理事会２８４回勧告とは，ＩＬＯ理事会に設

置された結社の自由委員会における２００２年６月の第３２８次報告を

いうものと解される。 

そして，証拠（甲１３）によれば，結社の自由委員会が，ＩＬＯ理事

会に対する第３２８次報告において，日本政府に対し，すべての代表的

労働組合組織に公平で平等な取扱いを供与する必要性に関する結社の自

由の原則に基づき，労働委員会及び他の審議会の構成の公平性について

すべての労働者の信頼を回復する観点から，適切な措置を講ずるよう要

請すると述べていることが認められる。 

しかし，この報告は，労働者の信頼回復の観点から，任命基準の設定

及び不均衡の是正措置を要望したものにすぎないから，仮に，本件任命

が上記第３２８次報告に沿わないものとしても，そのことから直ちに被

告大臣及び被告理事長に裁量権の逸脱濫用があったとはいえないし，ま
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た，前記のとおり，そもそも，被告大臣及び被告理事長による本件任命

は，原告全教に対する差別的な取扱いとまではいえないから，その前提

を欠いている。 

(ウ) 地公法４１条，地公法７条３項及び定款１５条違反 

ａ 原告らは，被告大臣及び被告理事長は，各教職員団体推薦の候補者の

中から，各教職員団体の構成人数の比率に応じて，運営審議会委員及び

理事を任命するべきであると主張する。 

確かに，地公法４１条は，職員の福祉と利益の保護は適正なものでな

ければならないこと及び公正に実施されなければならないことを規定し

ているが，同条は，厚生福利制度，公務災害補償，勤務条件に関する措

置の要求及び不利益処分に関する不服申立ての諸制度の設定と実施とが

適切，公正の原則に基づいて行われなければならないことを明らかにし

たものであって，被告組合の運営そのものについて直接規定するもので

はないから，同条が直接に被告組合が公正かつ民主的に運営されなけれ

ばならないことを規定するものとはいえない。 

また，地公共法７条３項及び定款１５条は，運営審議会委員の半数は

組合員を代表する者でなければならないと規定しているところ，これは，

組合員の意見を十分に反映させることにより運営審議会の民主的な運営

をも併せ図ろうとしたものであると解される（乙４，証人Ｅ８ないし９

頁）。 

しかし，公正かつ民主的であるとは抽象的な概念であって，被告組合

が公正かつ民主的に運営されるための方策として，いくつかの方策が考

えられるところ，教職員団体に対する運営審議会委員の比例配分は，異

なる教職員団体の多様な意見を被告組合の運営に反映することが期待で

き，また，各教職員団体の間の公平感も保たれることから，一つの優れ

た方策であるとはいえるが，他方，各教職員団体は，共済組合の運営に
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関する意見を中心に形成されているわけではないし，また，教職員団体

間の意見の対立が被告組合の運営に持ち込まれるといった弊害も懸念さ

れないわけではない。また，そもそも，運営審議会委員が「組合員を代

表する者」とされていること（地公共法７条３項，定款１５条）に照ら

すと，運営審議会委員は，組合員全体を代表して職務を行うことが求め

られ，特定の教職員団体の利益のために職務を行うことは予定されてい

ないのであって，このことをも考慮すれば，比例配分が絶対不可欠な方

策であるとはいえず，その配分をどのようにするかは，なお被告大臣の

裁量に委ねられているといわざるを得ない。もっとも，文部科学省にお

いては，候補者に関する情報入手を教職員団体に依存しているとの現状

を踏まえれば，被告大臣の裁量権の行使に当たり，複数の教職員団体間

の公平感を保つことも考慮することが相当であると考えられるものの，

上記のような運営審議会委員の性格等を考慮すれば，仮に上記裁量判断

を誤ったとしても，当不当の問題を生ずるにとどまり，直ちに裁量権行

使の逸脱，濫用となるものではない。したがって，被告組合の公正かつ

民主的な運営が要請されていることから，直ちに，各教職員団体の構成

人数の比率に応じて，運営審議会委員及び理事が任命されなければ，当

該任命が違法となるということはできない。 

以上からすれば，被告大臣及び被告理事長は，各教職員団体の候補者

の中から，各教職員団体の構成人数の比率に応じて，運営審議会委員及

び理事を任命するべきであるとはいえない。 

なお，原告らは，被告組合の支部及び国家公務員共済組合連合会にお

いて，原則として，各職員団体の構成人数の比率に応じて，運営審議会

委員が任命されているから，被告組合においても，各教職員団体の構成

人数の比率に応じて任命されるべきであると主張し，かかる主張に沿う

証拠（甲４３，４４，４５・１０ないし１１頁，４６・１頁，４７・２



- 35 - 

ないし５頁，証人Ｏ５頁，証人Ｄ１７頁，証人Ｐ３ないし４頁）もある。 

しかし，被告組合の支部に関する前記(ア)ａ(ｃ)の判示に加え，上記

証拠及び他の証拠（乙６，９）をも勘案すると，被告組合の支部及び国

家公務員共済組合連合会において，各職員団体の構成人数の比率に応じ

て，運営審議会委員が任命されているとは必ずしも認められないし，ま

た，被告組合の支部等において，各職員団体の構成人数の比率に応じて，

運営審議会委員が任命されている場合も多くみられるとしても，それは，

各支部の実情に応じて任命が行われた結果であると解され，そのことか

ら直ちに被告組合においても同様にしなければならないものではない。

そして，地公法４３条４項は，共済制度について，国の制度との間で均

衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないと規定してい

るが，その抽象的な規定内容からすると，何が均衡がとれた制度である

かについては法令で規定することが予定されているというべきところ，

これを具体化したとみることのできる地公共法は，上記のとおり，各教

職員団体の構成人数の比率に応じて，運営審議会委員及び理事が任命さ

れることまでをも要請してはいないというべきである。 

ｂ また，原告らは，被告大臣及び被告理事長は，運営審議会委員及び理

事を任命する際に，地公共法７条３項の要件を満たすかどうか審査しな

ければならないが，本件任命において審査していないと主張する。 

確かに，運営審議会委員の任命については，地公共法７条３項が，組

合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者

のうちから任命しなければならないと規定しているから，被告大臣は，

候補者が同項の要件を満たすかどうか審査しなければならないというべ

きである。 

しかし，前記(ア)ａ(ｂ)のとおり，被告大臣及び被告理事長は，本件

任命において，原告全教の候補者も考慮したというべきであるし，また，
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前記１(1)アのとおり，本件任命において，Ｅ専門官は，６名の組合員代

表委員が任命されてから約半年しか経過していなかったこと，他の組合

員代表委員１名を含む１５名の運営審議会委員の適格性を総合的に考慮

して，１５名全員を再任する旨の候補者原案を作成し，その後，文部科

学省の事務次官をはじめとする幹部職員に対して説明して了承を得て，

最終的に被告大臣が平成１６年１２月７日付けで運営審議会委員を任命

しているのであるから，被告大臣は，地公共法７条３項の要件を満たす

かどうかを含めて，候補者を審査したというべきである。 

(エ) 国公法９６条１項，８２条１項３号及び公序良俗違反 

被告大臣は，国務大臣であり，特別職の国家公務員であるから（国公法

２条３項２号），国公法は適用されないというべきであるし（国公法２条５

項），仮に，被告大臣に国公法が準用されるとしても，前記のとおり，被告

大臣が，本件任命において，原告全教を正当な理由なく差別的に取り扱っ

たとはいえないから，被告大臣が一部の国民に対して奉仕したとはいえな

い。 

また，被告理事長は，そもそも，国家公務員ではないから（地公共法１

９条参照），国公法は適用されないし，また，法務大臣権限法は，国の利

害に関係のある訴訟の訴訟代理人の選任等に関する訴訟手続に関する法律

であって，同法が被告組合と地方公共団体とを同列に位置づけているとは

解されず，被告組合に国賠法が適用されるとも解されないから，被告理事

長に国公法が準用されるともいえない。 

そして，前記のとおり，被告理事長は，本件任命において，原告全教を

正当な理由なく差別的に取り扱ったとはいえないから，本件任命が公序良

俗に違反するともいえない。 

以上からすれば，本件任命が，国公法９６条１項，８２条１項３号及び

公序良俗に違反したということはできない。 
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(オ) 善管注意義務違反（社団法理の準用） 

被告組合は地公共法によって設立された法人であって，役員である被告

理事長と被告組合との関係については地公共法の規定によるべきところ，

地公共法には，被告理事長と被告組合との関係について，民法の委任及び

社団法理に関する条項が準用されるとの規定はないが，被告理事長は法人

の機関として法人に対し一定の注意義務を負うと解されるものの，前記の

とおり，被告理事長は，本件任命において，原告全教を正当な理由なく差

別的に取り扱ったとはいえないから，被告理事長がこのような注意義務に

違反したとはいえない。 

(カ) 以上のとおりであって，被告国及び被告組合につき，運営審議会委員及

び理事の任命及び認可の裁量権の逸脱，濫用があったといえないことが明

らかであり，したがって，原告らの主張する各行為は，運営審議会委員及

び理事を推薦した教職員団体並びに推薦を受けた個人との関係で国賠法

上違法となるものとは到底いえないというべきである。 

３ 結論 

以上によれば，原告らの本件訴えのうち，被告大臣及び被告理事長に対する

本件命令の取消しの訴えについては，いずれも不適法であるから却下すべきで

あり，被告国及び被告組合に対する損害賠償請求については，いずれも理由が

ないから棄却すべきである。よって，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第１１部 

裁判長裁判官   佐 村  浩 之 

裁判官   篠 原  淳 一 

裁判官   後 藤  英 時 郎 

 


